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                午前10時01分 開議 

                （出席議員数17名） 

――――――――――――――――――――――――― 

        開  議  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（日里雅至君） これより、本日の会議を開きま

す。 

――――――――――――――――――――――――― 

        会議録署名議員の指名         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（日里雅至君） 本日の会議録署名議員には、 

        佐 藤 秀 靖 君 

        萩 原 弘 之 君 

を御指名いたします。 

――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（日里雅至君） 日程第１、26日に引き続き、市

政に関する一般質問を行います。 

 それでは、ただいまより後藤英知夫君の質問を行いま

す。 

 ２番後藤英知夫君。 

○２番（後藤英知夫君） -登壇- 

 おはようございます。 

 さきの通告に従い、質問いたします。 

 スポーツの振興について伺います。 

 市長は、全ての市民が健康で幸せ感じる健幸都市富良

野を掲げ、市民の信託を受けられました。また、市政に

対する基本目標の中では、健康づくりの充実とスポーツ

振興に努めるとあります。私は、人生での生きがいや体

力、健康の維持のためにスポーツは大切な要素の一つで

あると同時に、あらゆる世代において、スポーツに触れ、

楽しむことで、生活の幅を広げ、生活を豊かにもしてく

れると考えます。 

 富良野市第７次社会教育中期計画の中では、地域の特

性を生かした生涯スポーツの推進を目標とし、健康で生

きがいのある市民生活を送り、誰もが気軽に親しめる生

涯スポーツの振興、関係機関と連携し、軽スポーツから

競技スポーツまで幅広い生涯スポーツの実現とスポーツ

団体の育成支援などをうたっております。 

 そこで、１点目に、特に高齢者などが生きがいを持ち

ながら健康のためとしての生涯スポーツをどのように振

興していくのか、また、体育振興会やスポーツクラブ、

地域とどのようにかかわりを持ちながら生涯スポーツの

振興を図っていくのか、伺います。 

 ２点目に、本市においても多くの体育施設を有してお

りますが、老朽化が進んでいる施設もあると認識してお

ります。今後、全ての施設を維持管理し、改修、改築を

していくことは、人口の減少が予測される中で財政の面

からも大きな負担になることが推測されます。かなり綿

密な計画のもとで事業を進めることが肝要であると考え

ますが、見解を伺います。 

 ３点目に、教育委員会にお尋ねします。 

 小学校、中学校でのスポーツのあり方について伺いま

す。 

 子供たちが、将来に向け、幼児期から小学校、中学校

でしっかりとした体力、運動能力、また運動の習慣を身

につけることや、健全育成を図る上でも、スポーツがも

たらす効果、役割は大きいと考えます。毎年行われてい

る全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果などを教

育委員会として分析されていますが、ふだんの運動、授

業での体育や部活動についてどのようなあり方が望まし

いのか、見解をお聞きします。 

 また、部活動での指導者についてですが、近年、知識

や技能を持って指導する先生が減少しているとの指摘も

あり、他事例では外部へ委託する例もあり、その中では

教師の超過勤務に対しても問題視されており、一般的に

は働き方について議論されているところでもあります。 

 本市における部活動の指導者に対しての現状と課題、

今後の見通しについて伺い、１回目の質問を終わります。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 おはようございます。 

 後藤議員の御質問にお答えいたします。 

 スポーツ振興についての１点目、生涯スポーツの振興

についての高齢者などの生きがいや健康のための生涯ス

ポーツについてであります。 

 高齢者など、誰もがそれぞれの能力や体力、目的に応

じて日常的に運動やスポーツに親しむことは、心身とも

に充実し、活力ある生涯をより豊かに過ごしていく上で

大切なことであります。そのため、スポーツセンターや

健康増進施設ふらっとの開設、パークゴルフ場の整備、

冬期間の歩くスキーコースの造成などの環境整備を進め、

高齢者が気軽にスポーツに親しむ機会の充実を図ってお

ります。さらに、体育協会によるスポーツ教室の開催や、

スポーツ推進委員によるフロアカーリングなどのニュー

スポーツの普及にも努めているところであります。 

 次に、スポーツ振興としての地域との連携についてで

ありますが、市民のスポーツ習慣をさらに高めていくた

めには、幅広い年齢層での交流、競技レベルの高い人と

低い人との交流が可能となるように、地域住民が主体的

に運営する総合型地域スポーツクラブを支援していくこ

とが求められております。本市では、麓郷スポーツクラ

ブ、山部体育振興会、東山体育振興会で地域住民が主体

となってスポーツ活動を行っており、その活動に対し、
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支援をしているところであります。今後とも、体育協会

や各体育振興会と連携し、各種大会の開催や指導者の育

成など、スポーツ振興に努めてまいります。 

 ２点目のスポーツ施設の維持管理、改修についてであ

ります。 

 本市のスポーツ施設につきましては、スポーツセンタ

ー及び河川運動公園などの屋外施設を含め、施設の管理

は指定管理者に委託し、沿線市町村の住民の方々にも御

利用いただいているところであります。しかし、施設の

大半が昭和40年代後半から50年代に建設されており、施

設の修繕を行いながら使用していますが、老朽化が進ん

でおり、ふらの体育協会からは、スポーツセンターの整

備を最優先として、早期の耐震診断、耐震改修とあわせ

た施設の改修要望が出されているところであります。 

 スポーツセンターにつきましては、昭和49年に建設さ

れ、44年が経過し、老朽化が進んでいることから、第５

次富良野市総合計画の中で耐震診断、耐震改修をする計

画としておりますが、耐震改修では、バリアフリー化や

一定規模の大会を実施するためのアリーナの面積や高さ

を広げることは困難であり、利用者の要望に応える十分

な改修ができないため、次期総合計画の中で建てかえを

検討してまいります。 

 なお、当面は、建てかえを前提として、耐震診断は行

わず、トイレ、照明、ボイラーなど必要なものについて

計画的に改修を行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（日里雅至君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 おはようございます。 

 後藤議員の御質問にお答えいたします。 

 ３点目の小学生、中学生の体力、健全育成のためのス

ポーツのあり方についてであります。 

 本市教育委員会では、子供の体力、運動能力向上のた

め、毎年、全国体力・運動能力、運動習慣等調査を実施

し、調査結果に基づき、小学校、中学校において、休み

時間や放課後など体育授業以外の運動時間を確保しなが

ら、児童生徒の運動への意欲を高める取り組みを進めて

きているところであります。中学生においては、学校教

育活動の一環として行われる部活動により、より高い水

準の技能や記録に挑戦する中で、スポーツの楽しさや喜

びを感じ、学校生活に豊かさをもたらすとともに、体力

の向上や健康増進にもつながるものと考えております。 

 本市においては、６中学校に野球、陸上、バレーボー

ル部など８種目、26の運動部が活動し、経験や知識を有

した教諭と経験の少ない教諭が連携を図りながら指導に

当たっており、指導者はおおむね充足しているところで

あります。 

 一方で、スポーツ庁は、本年３月、運動部活動の在り

方に関する総合的なガイドラインを公表し、生徒にとっ

て望ましいスポーツ環境を構築するという観点に立ち、

知・徳・体のバランスのとれた生きる力を育み、生徒が

スポーツを楽しむことで運動習慣を身につけ、生涯にわ

たって心身の健康を保持・増進するなど、バランスのと

れた心身の成長と学校生活を送ることができるようにす

るため、学校は指導、運営に当たる体制を構築するもの

とされています。 

 こうした状況を踏まえ、教育委員会といたしましては、

成長期にある児童生徒の知・徳・体の調和のとれた教育

を粘り強く推進し、子供たち一人一人が生涯にわたって

スポーツに親しむ資質や能力を育んでいくため、家庭、

学校、地域、スポーツ関係団体とも連携を密にしながら

子供たちの体力向上に向けたスポーツの取り組みを進め、

児童生徒の健全育成に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（日里雅至君） 再質問ございますか。 

 ２番後藤英知夫君。 

○２番（後藤英知夫君） まず、１点目の生涯スポーツ

の振興について再質問させていただきたいと思います。 

 答弁では、いま、市内においては約３分の１が65歳以

上の高齢者ということであり、そんな中で、さまざまな

取り組みによって高齢者が運動しやすいような環境整備

に努めているというお話でありました。また、地域との

結びつきの中では、指導員の育成などにも努めながら普

及を図っていくというようなお話もありました。 

 そこで、１点目に述べました65歳以上の高齢者の方に

関してですが、いまの答弁にもありましたように、主に

パークゴルフだとか、フロアカーリングだとか、そうい

うことを中心に楽しんでいらっしゃるのかなというふう

に私も認識しております。しかし、フロアカーリングに

関してですが、市民からの要望というか、御意見をいた

だいたことがあります。その方は、主に地域のコミュニ

ティーセンターを使用しながら楽しんでいらっしゃると

いうことでしたが、たまたまその場所は児童センターと

共有しているものですから、なかなか時間がとれず、で

きないことがあるので、どうにかしていただきたいとい

うことであります。 

 そういう面から考えますと、これは一例でありますが、

場所の提供、確保をしてあげることも市として大変重要

なことになってくるのではないかなというふうに思いま

すけれども、それについてはどのような御見解を持って

いらっしゃいますか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） ただいまの後藤議員の

質問にお答えさせていただきたいと思います。 
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 各地域で高齢の方がスポーツを親しむに当たって、場

所の確保についてどのように考えているのかという御質

問になろうかと思います。 

 先ほどの答弁にもありましたが、いろいろな施設の整

備を進めております。また、富良野市内でも、実際に地

域コミュニティーセンターを利用して、フロアカーリン

グを初め、いろいろなスポーツを楽しんでいらっしゃる

ことについては承知しております。 

 後藤議員の御質問にあったとおり、地域によっては児

童館と併設しているところもございますので、過去には、

利用について若干という話も聞き及んでおります。そう

いった声に対しては、当然、場所によっては管理人にお

任せしたり、町内会の方にお任せしている部分もござい

ますが、市のほうでも、さまざまな機会に話を聞きなが

ら、調整したり、相談したり、施設をめぐる問題につい

てはその都度対応しているところでございます。ここ最

近でいきますと、そういった相談等は来ておりませんの

で、これは、ひとえに、地域の方や町内会の方、地域会

館の管理人の方々、また、利用者同士のコミュニケーシ

ョンが図られ、十分な相談ができて施設をうまく有効利

用していただいているものというふうに捉えております。 

 また、ふれあいセンター等でも高齢者がスポーツを楽

しんでおりまして、つい最近でも新しく高齢者のサーク

ルを立ち上げたいということで相談に来られて、そのサ

ークルも立ち上がって施設を利用していただいておりま

す。高齢の方が気軽にスポーツを楽しみたいということ

でそういう問題点があれば、日ごろから町内会長や市民

協働課へ声を上げていただきたいですし、私たちもそう

した声を拾っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 ２番後藤英知夫君。 

○２番（後藤英知夫君） １点目については対処してい

ただいているということですので、２点目に移りたいと

思います。 

 ２点目にスポーツ施設の維持や改修について質問させ

ていただきましたが、答弁では、特に、スポーツセンタ

ーなどは老朽化が進んでいるので、建てかえを予定して

おり、富良野市の次期総合計画の中で取り組んでいきた

いというようなお話だったかと思います。 

 先ほども私が申し上げましたとおり、全ての施設を維

持管理していくということだと、これからの財政的負担

はかなり大きなものになっていくというふうに考えてい

て、また、危惧しているところでもあります。今回は、

ぜひとも、いろいろな可能性を模索していただきながら

計画を立てていくことが必要なのかなと思っております。 

 その中で、例えば、本市単独で全ての施設を維持管理、

または改修、改築していくということになればかなりの

負担になると思います。そこで、先ほどの答弁では既に

一部で共用をされているという話もありましたが、でき

るところがあるとすれば、近隣町村などと広域で共有や

共用をすることも視野に入れながら計画を立てていくこ

とが大切かと思いますけれども、その辺についてはどの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 後藤議員の質問にお答

えしたいと思います。 

 スポーツ施設の改築等々について、非常に負担がかか

るので、いろいろな方法を模索していってはいかがかと

いう質問だと思います。 

 先ほどもお答えしておりますが、後藤議員が御指摘の

とおり、富良野市内にあるスポーツ施設は、昭和40年代、

50年代に建設されたということで老朽化が進んでおりま

す。圏域、沿線を見ますと、老朽化しているところもご

ざいますし、割と新し目の施設もございます。そうした

中で、利用に関しては、現在、町民が幾らとか市民が幾

らということではなく、大体の施設では、圏域の住民は

幾ら、圏域外の方は幾らとして、圏域の方についてはお

おむね利用料金が統一された形でそれぞれのところで利

用していただいております。 

 それから、肝心の施設につきましては、富良野でいけ

ば、体育協会からはまずはスポーツセンターの整備を最

優先していただきたいという要望書をいただいておりま

すので、第６次総合計画の中で建てかえについて検討し

ていくということで先ほどお答えさせていただいており

ます。また、沿線施設を使いながらのスポーツセンター

等の体育施設の今後のあり方については、沿線を含めて

の話になりますので、将来的な検討課題とさせていただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 ２番後藤英知夫君。 

○２番（後藤英知夫君） これからの検討課題というこ

とでありますが、これは、十分に論議を重ねながら計画

を立てていっていただきたい、こんなふうに思っており

ます。 

 それでは、３点目の教育委員会への質問に対して再質

問させていただきたいと思います。 

 先ほど、部活動の指導者についてはどうですかという

質問をさせていただきました。その中で、現在は、先生

たちの連携の中でうまくおさまっているので、富良野市

に関してはいまのところ問題は少ないというような御答

弁だったかと思っています。 

 前段の子供たちの体力、運動能力の向上についての再

質問でありますが、先ほどの答弁にもありましたように、
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毎年、全国体力・運動能力、運動習慣等調査をされてい

ます。いまは平成28年の結果までしか公表されておりま

せんが、その結果を見ますと、中学校の女子が余りよく

なくて、ほとんどの項目で全国平均を下回っております。

これについては、私も平成26年12月の定例会の折にも同

様の質問をさせていただいておりますが、そのときと余

り変わらないというか、進んでいないような気がします。

そのときには、女子中学生は文化系の部活を選択してい

る方が多いこと、また、運動する機会が少ないことが一

つの要因ではないかというような答弁をいただいており

ます。平成26年ですと、多分、平成24年、25年の結果を

もとにお話ししていただいたと思いますが、それからも

う四、五年がたっていますけれども、余り効果が出てい

ないのかなというふうに拝見いたしました。 

 そこで、いままでの取り組み、また、どこに課題があ

るのか、その辺をどのように捉えておられるのか、お聞

きします。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 後藤議員の再質

問にお答えさせていただきます。 

 全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、特に

中学校の女子の体力等々が余り向上していないというこ

とでございます。これにつきましては、やはり、子供た

ちの運動習慣が少なくなっているのが実態だというふう

に捉えておりまして、まず一つは、子供たちは、塾ある

いはいろいろな習い事を含めた中で、どうしても日々の

運動が少ないというふうに感じております。ただ、そこ

は、少しでも体力を向上させていかなければ、中学生で

あれば例えば受験がございますし、さらに、大学あるい

は社会人になっていっても体力がなければいろいろな部

分につながっていかないというふうに考えてございます。 

 そういう意味では、学校でも、持久力や筋力を増すた

めのランニング、あるいは筋力トレーニングをしてから

体育の授業を始めるようにして、少しでも向上に向けた

取り組みをしているというふうに聞いてございますので、

今後、なかなか一気にはまいりませんけれども、少しず

つ向上していくものと思います。また、学校だけではな

くて、家庭でも保護者の方々が子供たちに運動する習慣

を示せるように、一緒に運動するとか、そのようにしな

がら体力向上を図っていただければというふうに思って

いるところです。 

 以上です。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 ２番後藤英知夫君。 

○２番（後藤英知夫君） この調査のやり方には一つ疑

問がありました。この調査は、もともとは、近年、子供

たちの体力が低下しているということで始まったと私は

認識しておりますが、全国、全道の平均点との比較とい

うやり方なのです。やりようがないのかもしれませんが、

例えば学習調査だと、設問によってはいろいろ難しいも

のがあるし、点数も毎年変わってくるので目標をつくれ

ないかと思いますけれども、これは同じ８項目でずっと

調査しているので、私は数値的な目標があってもいいの

かなと思っています。 

 こうした目標は全国でもないようですが、市としては

どのようにお考えでしょうか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 後藤議員の再質

問にお答えさせていただきます。 

 御指摘のとおり、本来であれば、目標を定めてそれが

達成できるような取り組みをしていけばいいのかなとい

うふうに思っておりますが、子供たち個々の違いもござ

いますので、そんな中では、設定ということではなく、

現状を少しでも向上できるように取り組んでいただきた

いと思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（日里雅至君） 以上で、後藤英知夫君の質問は

終了いたしました。 

 次に、小林裕幸君の質問を行います。 

 １番小林裕幸君。 

○１番（小林裕幸君） -登壇- 

 通告に従い、質問いたしたいと思います。 

 空き家の利用推進についてですが、今回の選挙活動を

通じ、３年前に比べると、戸建て住宅の空き家が非常に

ふえていると感じたところでございます。市長におかれ

ましても、強く感じられ、お話しされていたと記憶して

おります。地元の方にお話を伺うと、隣近所が空き家に

なり、とても寂しいと言っておられました。また、防犯

等の心配もされておりました。 

 高齢社会を迎え、施設への入所、後継者不足による離

農など、今後も空き家がふえてくると思われます。現状

のまま利用可能な物件、リフォームが必要な物件がある

と思われますが、特定空き家にしないよう、早目の対策

が必要と思われます。富良野の住まい情報バンクへの登

録の推進、空き家の利用を推進するため、民間企業との

連携によるリフォーム事業の推進、移住定住はもとより、

市内在住者でも戸建て住宅を希望する方も多くいると思

います。購入を希望する方、賃貸を希望する方、中心市

街地に住みたい方、市街地に住みたい方、田舎暮らしを

したい方、さまざまなニーズに応えることができると思

われます。戸建て住宅に住むことにより、市長の言われ

る３世代同居も可能になるかもしれません。 
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 そこで、次の２点について伺います。 

 １点目は、富良野の住まい情報バンクの利用状況につ

いてお知らせください。 

 ２点目は、空き家利用の推進を図るため、民間企業と

連携して進めるお考えをお聞かせください。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 小林議員の御質問にお答えいたします。 

 １件目の空き家対策についての１点目、空き家の利用

の推進についての富良野の住まい情報バンクの利用状況

についてであります。 

 富良野の住まい情報バンクは、平成19年度に開設し、

富良野市が運営を行っております。平成30年６月13日現

在の登録件数は、賃貸物件９件、売買物件２件となって

おり、このうち、一戸建ての登録件数は、賃貸物件２件、

売買物件２件となっております。これまでの登録延べ件

数は83件であり、このうち、成約件数は61件に達してお

り、月間のホームページアクセス数についても1,500件を

超えている状況であり、本市における空き家物件探しの

情報ツールとして有効な手段の一つとなっております。 

 さらに、平成27年度からは、北海道が運営する北海道

空き家情報バンクとの連携による物件情報の提供も始め

ており、情報の共有化と連携を図りながら物件の紹介を

行っております。また、空き家所有者等が相談に訪れた

際には、富良野の住まい情報バンクへの登録を促し、登

録件数の増加を図り、流通を促進することにより、長期

間に及ぶ空き家発生がないよう努めているところであり

ます。 

 次に、空き家利用の推進を図るために民間企業等と連

携して進める考えについてでありますが、空き家所有者

等の情報については、個人情報保護の観点から、本市か

ら民間企業へ提供することは困難となっておりました。

そのため、相談に来られた空き家所有者等に対しては、

市内に事務所を置く建設関係企業を紹介するにとどまっ

ておりましたが、国土交通省が昨年策定した空き家所有

者情報の外部提供に関するガイドラインに基づき、所有

者の意向や同意の有無を確認した上で、民間事業者への

所有者情報提供が可能となったことから、空き家利活用

について民間企業との連携を強めてまいります。 

 以上です。 

○議長（日里雅至君） 再質問ございますか。 

 １番小林裕幸君。 

○１番（小林裕幸君） １点目の富良野住まい情報バン

クについてですが、毎月の閲覧数が1,500件以上あるとい

うことでございます。いま御答弁では、現在、賃貸が９

件、売買が２件だったと思いますが、数的にちょっと少

ないのかなと感じているところでございます。1,500件も

あるアクセス数でございますので、もっと広く周知して

件数を多くするように努力していただきたいと思います。 

 ２点目の民間企業との連携ですが、個人情報保護の関

係でこれまでできなかったことが、了解をいただければ

企業のほうにお話しできるということでございました。 

 最初の質問で申し上げましたとおり、手を加えなくて

もそのまま使える住宅、あるいは、多少リフォームをし

なければ使えない住宅等があると思いますが、国土交通

省等の補助金の中で、耐震に対しては長期優良住宅化リ

フォーム推進事業がございますし、それから、事業者が

直接補助申請する事業者向けの事業といたしまして、高

性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業、あるい

は次世代省エネ建材支援事業というように、北海道に適

したというか、断熱を主にしたリフォーム事業があるよ

うでございます。企業と連携することにより、これらの

事業を一般市民に広く伝えられるのではないかと感じて

おりますが、いかがでしょうか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 建設水道部長吉田育夫君。 

○建設水道部長（吉田育夫君） 小林議員の再質問にお

答えいたします。 

 １点目の空き家情報バンクの啓蒙につきましては、今

後も企画振興課と連携しながら引き続き進めてまいりた

いというふうに思っております。 

 ２点目ですが、小林議員から御説明がございました民

間企業、それから個人住宅に対する直接補助につきまし

ては、我々のほうでも情報収集に努め、関連民間企業ま

たは相談に来られた空き家所有者等への情報提供に努め

てまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（日里雅至君） 以上で、小林裕幸君の質問は終

了いたしました。 

 次に、天日公子君の質問を行います。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） -登壇- 

 通告に従い、順次、質問していきます。 

 １件目は、健康増進について。 

 富良野市は、平成25年３月に、生活習慣病予防に視点

を置き、平成27年度までを計画期間とした富良野市健康

増進計画を評価し、新たな健康課題などを踏まえ、富良

野市健康増進計画（第二次）を策定しております。計画

の対象者は、妊娠期から高齢期までライフステージに応

じた健康増進の取り組みを推進するため、全市民を対象

とし、５年を目途に中間報告をすることになっておりま

す。 
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 この内容において、生活習慣病の予防については、が

ん、脳血管疾患、虚血性心疾患、特定健康診査・特定保

健指導実施のほか３点が挙げられ、目標と対策が掲げら

れております。また、生活習慣病の改善には、栄養と食

生活、身体活動と運動、飲酒、禁煙、歯と口腔の目標と

対策が掲げられております。今月の広報ふらのには、第

３期富良野市特定健診等実施計画がスタートされること

から、「受けましょう 特定健診・がん検診」が掲載さ

れており、成果が見え、評価するものであります。特定

健診・特定保健指導を受けることが生活習慣病の早い予

防となることが市民に伝わってほしいと願っているとこ

ろです。 

 また、生活習慣病の改善の一つである喫煙についても

記載されており、平成23年度は17.7％、28年度は18.3％

で、喫煙率はほぼ変わらないとしております。たばこが

健康に悪影響を与えることは科学的に明らかであり、心

筋梗塞や脳卒中、肺がんやその他のがんに加え、子供の

ぜんそくや乳幼児突然死症候群などのリスクを高め、そ

の結果、受動喫煙が原因で１年に１万5,000人も死亡して

いると推定され、そして、毎年、喫煙が原因で実に15万

人も死亡していると報道されています。こういう中で、

平成34年には喫煙率12％とする目標にどう取り組むので

しょうか。 

 国会では、今月６月19日に、衆議院で受動喫煙対策の

強化を柱とした健康増進法改正案を可決しました。改正

は東京五輪の開催決定が発端となったもので、世界保健

機関と国際オリンピック委員会がたばこのない五輪を目

指し、開催国は厳格な対策が求められています。この法

案は、これまで努力義務にとどまっていた公共の場での

喫煙を初めて罰則つきで義務づける内容であり、学校や

病院、行政機関は敷地内禁煙、多数の人が使う施設や店

舗は喫煙専用室以外の屋内喫煙が原則禁じられるとされ

ています。 

 富良野市においては、公共施設でもある市役所、文化

会館は分煙で喫煙対策をしていますが、本当にこのまま

でよいのでしょうか。私は、市役所は敷地内禁煙、文化

会館はすぐ禁煙にすべきと思いますし、いま分煙室を利

用している職員の喫煙は、個人の嗜好の問題や個人の判

断に任せるのではなく、健康問題として積極的に働きか

けるべきだと思います。幾ら健康増進計画を立てても、

足元の職員の喫煙対策をしていないと富良野のまちは健

康になれないのではないでしょうか。 

 質問の１点目は、健康増進施策は行政においても重要

な施策と位置づけ、取り組みを推進していくとしており

ますが、全ての市民が健康で幸せを感じる健幸都市にお

ける健康増進に向けた市長の抱負をお聞きいたします。 

 ２点目は、富良野市健康増進計画は、目標値を持って

作成されておりますが、現状の評価において達成と課題

はどのようになっているのか、また、課題にはどのよう

に対応していくのか、お聞きいたします。 

 ３点目は、市の公共施設での喫煙は分煙で対策してい

るが、市民からの苦情の有無と、市職員のたばこ対策は

改善しているのか、また、公共施設は禁煙にしていくべ

きと思いますけれども、見解をお聞きいたします。 

 ２件目は、就学援助について。 

 １項目めは、生活保護費減額の対応について。 

 就学援助制度は、経済的な理由により就学が困難な児

童生徒の保護者に対し、市町村が必要な経費の一部を援

助する制度であります。援助の対象者は、生活保護法に

規定された要保護者と、市町村の教育委員会が要保護者

に準ずると認めた準要保護者です。就学援助制度の認定

基準や給付内容には国レベルでの一定の基準は設けられ

ていませんので、就学援助制度の運用は各自治体の裁量

に任されています。そのため、各自治体間で認定基準や

給付内容が異なっています。 

 ことし10月から、就学援助対象を決める目安となる生

活保護基準が３年間で最大５％引き下げられます。この

５％引き下げにより、影響を受ける対象者は準要保護者

です。富良野市では、準要保護者の認定は世帯収入が生

活保護基準の1.3倍としており、目安額を超えていても認

定になる場合や、目安額以内でも認定されない場合があ

るとしております。富良野市の場合、今年度は援助対象

者への影響はないと思われます。しかし、今後、2019年、

2020年と対象者の縮小を考えている自治体もあるようで

すので、富良野市でも現在対象となっている子供たちに

影響は出ないのでしょうか。 

 市長は、子育て世代に包括的な支援を行うと言われて

おりますが、包括的な支援の中でも、準要保護対象者へ

の支援は最も優先すべきものと思っております。なぜな

ら、本当に困っているからです。また、来年のことだか

らこれからほかの市町村の状況を参考にして決めていく

というのではなく、富良野市は、現在支援を受けている

子供たちをそのまま認定していくか、認定基準を引き上

げるようにするか、影響が出ないようにしていくべきと

思います。 

 質問の１点目は、平成30年度の就学援助対象者の状況

と、要保護と準要保護の推移をお聞かせください。 

 ２点目は、ことしから３年かけて５％の生活保護費の

減額が行われます。それに伴う今後の富良野市の対応に

ついてお聞きいたします。 

 ２項目めは、新入学児童生徒学用品費などの入学前支

給について。 

 富良野市では、就学援助の新入学児童生徒への入学準

備金について、今年度からの対象者には平成29年度３月

に支給いたしました。大変助かっております。今回は３

月に入学前支給をしていますが、ランドセルの購入や制
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服の費用を工面するのは子育て世帯にとって大きな負担

となっておりますので、支給日を一日でも早くしていく

ことが保護者へのよりよい支援となります。 

 質問ですが、平成30年度の入学前支給対象者の状況と

課題について、また、来年度入学者に対する早期支給の

考えについてお聞きいたします。 

 これで、１回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 天日議員の御質問にお答えいたします。 

 １件目の健康増進についての１点目、健幸都市富良野

における健康増進についてであります。 

 健康は、大きな財産であります。人それぞれに抱えて

いる課題や幸せ感が違いますが、仕事をする、遊ぶ、家

族と楽しく過ごす、そのためにも、健康であり続けるこ

とは、本人や家族だけにとどまらず、社会全体の課題で

あり、市民が元気に暮らすことが社会貢献になり得ます。

そのために、市民一人一人が健康の保持・増進が大切で

あることを自覚し、主体的、積極的に取り組むことがで

きるよう健康づくり事業の充実に努め、すべての市民が

健康で生きがいを感じ、安全で安心して暮らし、幸せが

実感できるまちづくりに邁進してまいります。 

 次に、２点目の富良野市健康増進計画の進捗状況につ

いてであります。 

 本市では、平成25年に富良野市健康増進計画（第二次）

を策定し、生活習慣病の発症予防と重症化予防に重点を

置いた取り組みを進めており、計画期間の中間年である

平成29年度にこれまでの取り組みの検証と評価を行って

おります。評価結果では、特定健診や特定保健指導の実

施率が向上し、糖尿病や人工透析患者の減少などの成果

が見られておりますが、がん検診受診率の低下やメタボ

リックシンドローム該当者の増加などの課題も見られる

ところであります。 

 今回の中間評価では、現状と課題に基づき、今後の目

標や対策の見直しを行っており、市民が健康に暮らせる

まちづくりを目指し、最終年度における目標達成に向け

て引き続き健康づくりの取り組みを進めてまいります。 

 ３点目の市の公共施設における受動喫煙防止対策につ

いてであります。 

 市の公共施設のうち、現在、建物内に喫煙所を設けて

いる施設は５施設ありますが、いずれの施設においても、

ここ数年、分煙対策に関して市民からの苦情はございま

せん。 

 また、市職員の健康管理にかかわるたばこ対策につき

ましては、人間ドックや健康診断時において医師や保健

師等による特定保健指導の一環として行われており、さ

らに、勤務時間中の節度ある喫煙を呼びかけるため、本

庁舎の喫煙スペースには喫煙の禁止時間を掲示するとと

もに、公用車を禁煙としているところであります。 

 次に、公共施設の受動喫煙防止対策についてでありま

す。 

 本市については、受動喫煙が他人に与える影響の程度

を考慮し、施設の用途、場所、主たる利用者などにより、

敷地内禁煙、建物内禁煙、建物内に喫煙場所を設置する

などの対策を行っているところであります。今後につき

ましては、国会で審議されている健康増進法の一部を改

正する法律の趣旨を踏まえ、望まない受動喫煙の防止を

図るため、本市の公共施設においても対策を講じてまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（日里雅至君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 天日議員の御質問にお答えいたします。 

 ２件目の就学援助費についての１点目、生活保護費減

額の対応についてであります。 

 経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の

保護者に対する援助として、学校教育法に基づき、学用

品、学校給食費などの補助を行う就学援助制度を実施し

ているところであります。本市における就学援助を受け

ている児童生徒数及び割合は、平成30年６月現在で、要

保護、準要保護を合わせて、小学校で233人、22.38％、

中学校で104人、19.40％となっております。就学援助を

受けている児童生徒の割合は、過去５年間においてはほ

ぼ横ばいの状況であります。 

 本年10月から段階的に減額が予定されている生活保護

基準に対する本市の対応につきましては、他市町村の動

向などを見据え、今後の対応について検討してまいりま

す。 

 ２点目の新入学児童生徒学用品費などの入学前支給に

ついてであります。 

 小学校及び中学校へ入学する際に支給する新入学児童

生徒学用品費、いわゆる入学準備金を、通常の学用品費

に加えて、国の要保護児童生徒援助費補助金予算単価を

基準に支給しているところであります。これまでは申請

手続や認定審査の関係から例年５月に支給しておりまし

たが、本年度に入学した児童生徒から入学前の３月下旬

に新入学児童生徒学用品費の支給を開始いたしました。

今年度入学者の支給対象数は、小学校入学者34人、中学

校入学者23人、合計57人となったところであります。 

 課題につきましては、受給者が入学前に急に転出する

場合、返金等、受給者にとって煩雑な手続が必要になる

ことが考えられます。そのため、現在の３月下旬よりも

早期の支給については、今年の結果を踏まえるとともに、

課題整理を行いながら支給時期を検討してまいります。 
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 以上でございます。 

○議長（日里雅至君） ここで、10分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前10時58分 休憩 

        午前11時05分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（日里雅至君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 再質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） 健康増進についてお聞きいたし

ます。 

 特定健診につきましては、平成27年度からデータヘル

ス計画にも取り入れることになっておりましたが、この

データヘルス計画によってどのように効率化され、変わ

っていったのか、お知らせください。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長若杉勝博君。 

○保健福祉部長（若杉勝博君） 天日議員の御質問にお

答えいたします。 

 健康増進計画につきましては、当初、平成25年からの

10カ年ということでつくりました。その後、データヘル

ス計画という動きも出てまいりまして、健康増進計画と

あわせて一体的に進めていくということで、こちらもこ

としの５月に策定いたしました。そうした中で、健康増

進計画については、平成29年度に行った中間評価におい

て、データヘルス計画との整合性をとり、平成34年まで

だったものを平成35年までとしまして、特定健診あるい

は健康づくり事業を一体的に行い、国保の部分も含めて、

国の指針に基づきながら糖尿病、脳血管疾患等々の目標

を立てて健康づくり事業を推進していくことになってお

ります。 

 以上です。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） データヘルス計画によって、職

員の仕事が軽減されたとか、そういうことではないので

しょうか。 

 もう一度、質問させていただきますが、このデータヘ

ルス計画によって、職員の仕事の効率は大分変わってき

たのでしょうか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 暫時休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時08分 休憩 

        午前11時11分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（日里雅至君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 御答弁願います。 

 保健福祉部長若杉勝博君。 

○保健福祉部長（若杉勝博君） 天日議員の再質問にお

答えいたします。 

 第２期データヘルス計画、そして第３期特定健康診査

等実施計画ということで、対象者がこれまでより明確化

されたことによって、市でもより効率的に事業を実施で

きることになります。 

 以上であります 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） 次に、特定健診におきましては、

第２次の計画では若い人たちの健診率が少ないことが課

題になっておりました。今回の評価におきましても続い

てそれがありますが、そのことについてどのように取り

組んでこられたのか、お聞きいたします。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長若杉勝博君。 

○保健福祉部長（若杉勝博君） 今回行った中間評価で

は、目標に達していない部分もございます。その中で、

検診率ということでいけば、先ほどもがん検診の部分で

思うような成果が出ていないと答弁させていただきまし

たが、中間評価としては、特に胃がん、肺がん、大腸が

ん、子宮がんについてはいずれも取り組みをより強化し

ていかなければならない部分であります。 

 こちらについては、特に若年層を含めてこれまでもや

っておりますが、今後も、がんに関する死亡率、罹患率、

医療費、がん検診の必要性や受診率等々の情報について、

そして、子宮頸がん、乳がん等々の早期発見の取り組み

を行っていくとともに、やはり、市民一人一人がその意

識を持つための啓発活動についても、地域、関係機関と

の協力によって連携して進めていきたいというふうに考

えております。 

 以上であります。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） 最後のほうで地域との連携とい

うお話を部長からいただきましたが、地域の連携につい

てはどの程度進んでいるのでしょうか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長若杉勝博君。 

○保健福祉部長（若杉勝博君） 天日議員の再質問にお

答えいたします。 

 地域との連携ということでは、町内会、農事組合、そ

れから連合会長会議等々でも、検診の状況などの情報を
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提供しております。また、学習機会ということで出前講

座も実施しておりまして、毎回、検診の受診状況や内容

について、市のコミュニティ活動推進員にも協力しても

らいながら、連合会に出向いて周知しているところでご

ざいます。 

 今後は、データヘルス計画が稼働するということで、

そこで出てきた結果をもとに、そうした情報を地域や関

係団体にも提供しながら、健康づくりの意識啓発により

努めてまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） 特定健診の受診に向けてですが、

昔は地域に健康づくり推進員がおりましたが、いまの富

良野ではなくなっております。しかし、研修でほかのと

ころに行きましたら、それがまだ残っている地域があり

まして、大変効果をもたらしているということでした。

個人情報の問題とかいろいろありますけれども、特定健

診の受診率を上げる方法の一つとして、もう一度、これ

を見直すことも必要でないかなと思われますが、いかが

でしょうか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長若杉勝博君。 

○保健福祉部長（若杉勝博君） 天日議員の再質問にお

答えいたします。 

 町内会から選出された健康づくり推進員を通じて健康

づくり事業を行った時期もございました。ただ、各地域

において選出が困難な状況が出てきたために廃止し、現

在では、保健師あるいは管理栄養士が地域に出向きなが

ら、受診の勧奨、健康課題に関する情報提供等々を行っ

ております。いま、改めてということでお話がありまし

たが、受けとめさせていただきまして、考えてまいりた

いと思います。 

 以上であります。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） 先ほど、市職員の喫煙について

質問させていただきました。答弁の中で、市職員の喫煙

改善のためには人間ドックなどでいろいろ図っていると

いうことでしたけれども、それについては成果があった

のでしょうか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 天日議員の質問にお答えい

たします。 

 職員の喫煙に関する人間ドックまたは健診の成果につ

いてですが、私どものほうでは、毎回、職員に対して人

間ドックが行われていますし、若年者に対しては検診を

行っています。人間ドックであれば、喫煙者はもちろん

ドクターから喫煙をやめるように言われますし、保健師

からも言われています。 

 私どもでは職員の喫煙率の数字は持っておりませんが、

職員の中での喫煙者数はかなり減っていると見ています

ので、その効果があったのではないかというふうに思っ

ています。 

 以上でございます。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） そうしますと、効果があって、

最終的にたばこをのむ方がいらっしゃらなくなったとき

に富良野市は全面禁煙ということになるのでしょうか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 天日議員の再質問にお答え

いたします。 

 先ほど市長のほうで答弁させていただいておりますが、

現在、健康増進法の改正法案が審議されている最中でご

ざいます。こちらは、東京オリンピックを目途にしなが

らということがありますが、現在、公共施設の敷地内全

面禁煙についてもうたわれている状況になってございま

す。この法律が施行されると、公共施設については１年

半以内に実施ということが考えられておりますので、こ

の法律の趣旨にのっとりながら、先ほど申したような対

策を講じてまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） オリンピックに向けて対策をす

る、そして、国の法律が決まってからするというふうに

受けとめておりますが、そうではなくて、その前にやる

べきではないでしょうか。 

 私は１回目の質問でもお話ししましたけれども、やっ

ぱり、文化会館は禁煙、市役所は敷地内禁煙ということ

を最初に決めて、職員がそれに向かっていくことが必要

ではないかなと思われますが、いかがでしょうか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 天日議員の御質問にお答え

します。 

 健康増進法の一部を改正する法律ということで考えま

すと、あくまでも望まない受動喫煙の防止を図ることが

主の目的でございます。先ほど天日議員がおっしゃって

いた市職員の健康を考えてということについては、先ほ

ど申しましたように喫煙者数がかなり減っていることを

考えますと、職員一人一人が意識を持ってみずからの健
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康について考えていっている成果だろうと思っています。 

 私どもの対応としては、あくまでも健康増進法の改正

に基づいた動きを講じてまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） 私は、前回も同じ質問をしてお

りまして、同じ答弁をいただいております。全然、進展

しておりません。ですから、法律が決まったからそれに

従っていくということではなくて、いまも外国人観光客

が多い中で、富良野市独自でまずは富良野市役所が一番

最初にスタートを切るべきでないかなと思っております。 

 禁煙にしたら、何か困ることがあるのでしょうか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 天日議員の御質問にお答え

します。 

 先ほど申しましたように、今回の健康増進法につきま

しては、あくまでも望まない受動喫煙の防止というとこ

ろでございますので、私どもとしては、まず、望まない

受動喫煙はさせないような対応をとりたいと思っていま

す。先ほどから何回も申し上げていますけれども、喫煙

モラルの徹底も含めて、今後とも進めてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） 何回も言うのは嫌なのですけれ

ども、法律ができたときには、お店屋さんも禁煙になり、

禁煙場所において喫煙した場合は罰金がかかるというこ

とであります。そうであるのに、その法律ができたとき

に始めるのかということで、どうも納得がいきません。

たった１年半、前倒ししてやっても全然問題ないのでは

ないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） 天日議員の再々質問にお答えさせ

ていただきます。 

 長年にわたって禁煙に向けて情熱的に取り組んでおら

れますことに、まずもって敬意を表したいと思います。 

 いまほどの庁舎内禁煙の関係についてでありますが、

部長からも答弁させていただいたように、いま、庁舎内

は分煙という対応をさせていただいております。この分

煙に至った経過につきましてもいろいろあるかなと思っ

ておりますが、先ほどから議員に御指摘いただいている

とおり、健康については個人が自覚をして取り組むこと

でありますから、強制的にどうこうするということには

なりづらいかなというふうに思っております。 

 しかしながら、先ほどから御指摘いただいているよう

に、市民の出入りする庁舎ということもありますから、

公共の場としての見解も必要かというふうに思っており

ます。いま御指摘をいただいて、ここでどうこうと、即、

返事をすることにはなりませんが、この後、新庁舎の建

設に向けた協議も始まりますから、そうした中で広く御

意見をいただき、庁舎内の禁煙のあり方ということで最

終的な方向を出していきたいと思っておりますので、御

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（日里雅至君） 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） いまのままでやりたいというこ

とですが、今度の改正健康増進法におきましては、行政

機関においては敷地内全面禁煙となっておりますので、

建てかえのときに検討するとかなんとかではなくて、そ

のときにはもう全面的にだめなのです。いますぐには返

答できないということでありますが、私がこれだけしつ

こく言っておりますので、市職員の皆さんも３階とか２

階の喫煙室に通うことはだんだん減ってくるのでないか

と思っております。 

 次に入らせていただきますが、就学援助についてでご

ざいます。 

 先ほど、ほかの地域の動向を見て決めさせていただき

たいということでしたけれども、私は、ほかの地域では

なくて、一番最初に準要保護世帯の子供たちを守るのだ

という気持ちがあったら、やっぱり富良野市独自で何と

かして手だてをするべきではないかと思っております。 

 もう一度、見解をお聞きいたします。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 天日議員の再質

問にお答えさせていただきます。 

 就学援助費の関係で、他市を見習うのではなくて、富

良野が独自にという質問であります。 

 本市としましても、過去から生活保護基準を基準とし

ており、質問にもありましたように、いまは1.3倍という

基準を設けさせていただいております。独自にとは言い

ましても、やはり、何らかのきちっとした基準がなけれ

ば認定にはなっていかないと思ってございます。それは、

いままで生活保護基準ということでやらせていただいて

おりますので、基本的にはそれで進めていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） その基準に沿っていきたいとい

うとでしたが、その第１の理由は何なのでしょうか。 
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○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 天日議員の再質

問にお答えさせていただきます。 

 その基準は何なのかということでございますが、先ほ

どもお話ししましたように、物事を進めていく、また、

援助していくということについては、一つの基準があっ

て、そこを超えるのか、超えないのかという部分で判断

していかなければいけないと思っています。その基準と

して生活保護基準を使わせていただいておりますので、

そこは御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） 富良野市は、2019年度に向けて、

ほかの地域の動向を見て検討すると言っております。し

かし、もし、いまの基準どおりに生活保護費の1.3倍にす

るというところと、今年度の対象者はそのまま認めてい

くというところが半々だった場合、どうするのですか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 天日議員の再質

問にお答えさせていただきます。 

 他市の状況を見た中で、それが半々だった場合はどう

するかということでありますけれども、そこは私だけの

判断ということにはなりませんので、市全体の中で判断

させていただきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） 私は、いま受けている子供たち

の親の収入がどんとふえた場合に該当外になるのは当然

だと思います。でも、いまの収入のままで、生活保護費

の基準が下がったことによって該当にならないというの

は、やっぱり理不尽ではないかなというふうに思ってお

りますので、来年度、再来年度につきましても、いま受

けている方については続けていただきたいと思います。 

 そのとき、やっぱり財源が問題になると思いますが、

就学援助費につきましては、毎年、大体200万円ずつの余

剰金を出しておりますから、それでやろうと思えばでき

るのではないかなと思っておりますけれども、いかがで

しょうか。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） 天日議員の再々質

問にお答えいたします。 

 就学援助費についての本市のこれまでの考え方、それ

から、今後についてはどのような形になるのかというこ

とにお答えしたいと思います。 

 本市では、要保護者及び生活保護基準の1.3倍の収入基

準までを対象とした準要保護者を対象にしておりますが、

この1.3倍というのは、そもそも全道の都市と比較しても

最高レベルと認識しております。もう一つ、その内容に

ついても、大枠で10種類ということで、他市と比べても

非常に充実しているというふうに認識しております。 

 そういった中で、どのようにやっていくのかというこ

とですが、基本的には、子供たちの貧困による格差が拡

大しないような視点を持ちながら、均衡を失しないよう

な形が大切ではないかというふうに考えております。こ

れについては、どのような影響が及ぶのか、その把握に

努めるとともに、他市の状況等も参考にしながら総合的

に判断してまいりたい、現時点ではそのように考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

 17番天日公子君。 

○17番（天日公子君） 何回も申し上げますが、来年度

に向けては現状の形で続けていただきたいという思いが

ありまして、そういう意味で教育委員会の裁量を十分に

使っていただきたいと思っております。これが私の願い

でありまして、それに応えていただけるというふうに思

っております。 

 再度、御答弁いただきたいと思います。 

○議長（日里雅至君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） 天日議員の再々質

問にお答えいたします。 

 先ほども御説明申し上げましたが、やはり、本当に困

っている子供たちへの対応としては、状況をしっかりと

把握しながらやっていくという基本線の中で、均衡を失

しないような対応を検討していきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（日里雅至君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（日里雅至君） 以上で、天日公子君の質問は終

了いたしました。 

――――――――――――――――――――――――― 

        散  会  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（日里雅至君） 以上で、本日の日程は終了いた

しました。 

 明29日の議事日程は、当日配付いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

                午前11時34分 散会
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